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パブリックコメントにむけての簡単な解説


◆はじめに

＊この計画「特定健康診査・特定保健指導実施計画」は、平成 20 年度から始まる

特定健康診査・特定保健指導と呼ばれる事業のあり方について述べています。

◆ 制度の変更点 

＊本市がこれまで実施してきた健康診査は「成人健康診査」「基本健診」などとして

皆さんに知られてきました。しかし、新しい法律「高齢者の医療の確保に関する

法律」により、平成 20 年度から、大きく組み換えられることになりました。

変更の重要なポイントは、次のとおりです。 

１）40 歳以上の健康診査は、医療保険者が行います。

２）健康診査の内容は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）を重視する

ものになります。

３）健康診査（特定健康診査）は、より多くの人に受けていただきます。

４）健診後の事後指導（特定保健指導）も、より多くの人に受けていただきます。

５）受診者や事後指導の参加者数が少ないと、将来、財政面に影響します。

※皆さんの「医療保険者」は、健康保険証をご確認ください。例えば、大企業の会

社員やそのご家族の場合は「○○健康保険組合」、中小企業の会社員やそのご家族

は「政管健保」という人が多いです。また、75 歳以上の皆さんは平成 20 年度か

ら「愛知県後期高齢者医療広域連合」となります。

本計画は豊明市国民健康保険として策定するものですが、「国民健康保険」は自

営業の皆さん、退職者の皆さんが多いです。

◆この計画の特徴

＊本市には、総合計画・介護保険事業計画等の様々な計画があります。この計画「特

定健康診査・特定保健指導実施計画」の最も大きな特徴は、次のとおりです。

１）豊明市国民健康保険として策定する計画で、40～74 歳の国民健康保険加入者

が主な対象者となります。 

２）主に、健康診査（特定健康診査）と健診後の事後指導（特定保健指導）につい

て、今後の目標や実施方法を記述しています。
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１．はじめに

(1)今後５か年の基本方針・重点項目（市民への呼びかけ） 

＊この計画を通じて、市民の皆さんに呼びかけ働きかけていくことを、

５つに要約すると、次のとおりです。

① 市民みんなで、地域での健康づくりを進めましょう。

② 必ず健康診査を受けましょう。［特定健康診査］ 

③ 健診結果に基づく相談や講習を受けましょう。［ 特定保健指導］

④ 生活習慣病にならないよう日常生活を見直しましょう。

⑤「とよあけ健康基本計画２１」を着実に推進しましょう。

市広報での報告（平成 19 年 11 月）
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今後５か年の基本方針・重点項目（市民への呼びかけ）と、その簡単な解説


① 市民みんなで、地域での健康づくりを進めましょう。

＊健康づくりは、市民一人ひとりの気持ちや毎日の行動が大切です。しかし、自分

ひとりだけでは、なかなか続かないものです。市民みんなで、地域で一緒になっ

て、楽しくやっていくことが大切です。

市では、地域の団体、自主サークル、スポーツ仲間などが活動を始めたり続け

たりすることを、ほんの少しずつですが、サポートする制度・事業があります。

ぜひ、ご活用ください。健康相談では、そんなグループの紹介やお手伝いにも少

しずつ取り組んでいこうとしています。

② 必ず健康診査を受けましょう。［特定健康診査］ 

＊主に、本市の国民健康保険加入者の皆さんへの呼びかけです。生活習慣病は、

「早期発見」がとても大切です。

市では、より多くの皆さんに受診していただけるよう、健康診査の実施スケ

ジュールを工夫し、その実施体制づくりを進めています。

③ 健診結果に基づく相談や講習を受けましょう。［ 特定保健指導］

＊主に、健診結果が要指導となった皆さんへの呼びかけです。生活習慣病は、

「早期改善・早期治療」がとても大切です。

市では、より多くの皆さんが相談や講習を受けられるよう、実施スケジュール

や内容を工夫し、その実施体制づくりを進めています。

④ 生活習慣病にならないよう日常生活を見直しましょう。

＊生活習慣病予防は、食事・運動・睡眠など日常的な生活を見直すことから始まり

ます。バランスよく食べていますか？ 体を動かすように心がけていますか？ 

しっかり眠れますか？ 親子や夫婦で、地域で、仲間で、一緒にチェック！ 

市では、健診結果にかかわらず、健康相談を受けることができます。また、健

康講座は保健センター主催だけでなく、皆さんのご希望でも開催できますよ！ 

⑤「とよあけ健康基本計画２１」を着実に推進しましょう。

＊市民全体の健康づくりを推進する計画「とよあけ健康基本計画２１ 」があります。

平成 20 年度中には、５年前と比べ市民の健康度が向上したかを確かめる中間評

価を行う予定です。

（「とよあけ健康基本計画２１」の詳細は本書 17～18 頁に記載。） 
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(2)特定健康診査・特定保健指導の導入について 

ア．背景

＊食生活や運動習慣など生活習慣の変化に伴い、かかりやすい病気が変わってきました。 

＊今後、医療費や介護費用の増大が予想されていますが、社会全体で支え続けられ

るよう、費用の増大を少しでも抑える必要があります。

＊これまで、保健センターを中心に市民全体の健康づくりを進めてきましたが、今

後、さらに積極的なアプローチを推進していく必要があります。

イ．全国的な取り組みの状況

＊国は「高齢者の医療の確保に関する法律」を策定し、各医療保険者に生活習慣病

に着目した健診・保健指導の実施を義務づけました。

＊県の医療計画においても、生活習慣病を中心にした疾病予防の推進を掲げています。 

ウ．本市総合計画における位置づけ

＊本市の「第４次総合計画 ～人・自然・文化ほほえむ安心都市～」（平成 18 年度

～）では、健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくりを推進する

ため、次のような施策を掲げています。

本市総合計画に盛り込まれた関連施策

（特定健康診査・特定保健指導実施計画に関連する施策）

成果指標 

（数値は 2015 年の目標値） 

【基本成果指標】 

◎健康診断や保健指導など健康づくり施策に

対する満足度 82.0% 

◎国民健康保険加入者１人あたり年間医療費

314,000 円 

【単位施策の成果指標】 

○健康診査受診率 65.0% 

○住民健診事後の対象者向けの健康相談者数

350 件

○生活習慣病予防教室参加者数 1,135 人

○生活習慣病予防のために、健康的な生活習慣

に改めたいと思う人の割合 60.0% 

○健康推進団体加入者数 420 人

○出張健康相談回数 18 回 

○在宅療養者への訪問指導回数 2,000 回

○保険教室の参加者数 180 人

○保険相談の参加者数 84 人

○国民健康保険税収納率 93.18% 

主な施策の方向性 

【施策の内容】 

◇各種健診事業の充実 

◇栄養、食生活改善事業の推進 

◇運動による健康づくりの推進 

◇生活習慣病予防に関する啓発 

◇保健予防事業の充実 

◇市民サービスの向上 

◇国民健康保険の適正化と安定化 

【主要事業】 

・健診事後フォロー事業の充実 

・生活習慣病予防教室の開催 

・健康増進事業 

・保健予防事業 

・訪問事業 

・国民健康保険適正化事業 

（特定健診計画パブコメ資料） － 4 －



(3)対象者及び主要な対象となる生活習慣病 

ア．対象者

＊本計画の主な対象者は、40～74 歳の豊明市国民健康保険被保険者です。

健康増進は、地域全体の取り組みが重要であることは言うまでもありません。

イ．主要な対象となる生活習慣病

＊適切な生活習慣や治療により、発症や重症化が抑えられると考えられている疾病

群。糖尿病をはじめ高血圧性疾患、脂質異常症、脳血管疾患、虚血性心疾患など。 

ウ．メタボリックシンドローム（ 内臓脂肪症候群）に着目する意義

＊アンケート調査によると、「メタボリックシンドローム」「肥満」「食事・栄養」な

どへの市民の関心が高くなっています。

＊特定健康診査・特定保健指導からみた、中高年者における主な取り組みを整理す

ると次のようになります。 

特定健康診査・特定保健指導における主な取り組み 

年齢層 重要なテーマ 健康診査 
リスク・アプローチ 

（要指導者への働きかけ）

ポピュレーション・ 

アプローチ 

（市民全体への働きかけ）

40～74 歳 
肥満･ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ

ｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防 
特定健康診査 特定保健指導 生活習慣の改善

65 歳以上 
介護予防・ 

生きがいづくり
生活機能評価健診 特定高齢者介護予防 一般高齢者介護予防 
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(4)特定健康診査・特定保健指導実施計画の基本的枠組み 

＊本計画は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく、本市の特定健康診査・

特定保健指導実施計画です。

①本計画の期間

＊平成 20 年度（2008 年度）から 24 年度（2012 年度）までとします。 

＊24 年度において計画全体の見直しを行います。

＊社会情勢の変化や関連制度の改正などに伴い、計画期間中でも必要な修正を行う

ことがあります。その場合には、国民健康保険運営協議会に諮ります。

②本計画の性格と体系

＊本計画は「豊明市国民健康保険」という保険者として策定しますが、本市におけ

る住民全体の健康増進を推進する計画「とよあけ健康基本計画２１」「とよあけ健

康アクションプラン２ １」と一体として推進するものです。

＊本市の総合計画をはじめ、介護保険事業計画等の関連計画との整合性を確保して

います。
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２．健診・保健指導の現状と課題


(1)本市の国民健康保険被保険者の状況 

①本市の人口の推移と推計

＊40～74 歳の本市人口は、平成 19 年（2007 年）6 月 1 日現在 29,964 人（ 住

民基本台帳）であり、近年の人口推移から、平成 24 年（2012 年）は 31,700 

人余と推計されます。

＊大きな人口増はないものの、今後５か年における人口推移の留意点として、①現

在 30 歳台半ばで人口の多い第２ 次ベビーブームが 40 歳に到達すること、② 勤

め先の健康保険から国民健康保険へ移る人が多い 60 歳台と第１次ベビーブーム

が重なることを挙げることができます。

本市の人口の推移と推計 

平成14年 6月 1 日 平成19年 6 月 1日 平成24年（推計） 

男 女 男 女 男 女

35～39 歳 2,474 2,140 3,064 2,688 3,029 2,699 

40～44 歳 1,977 1,815 2,426 2,149 3,005 2,699 

45～49 歳 1,920 1,912 1,971 1,835 2,419 2,173 

50～54 歳 2,732 2,898 1,944 1,886 1,996 1,810 

55～59 歳 2,394 2,477 2,702 2,860 1,923 1,861 

60～64 歳 2,409 2,091 2,288 2,395 2,582 2,765 

65～69 歳 1,740 1,710 2,250 2,039 2,137 2,335 

70～74 歳 1,214 1,212 1,582 1,637 2,046 1,952 

40～6 4歳（ 再掲） 11,432 11,193 11,331 11,125 11,924 11,309 

65～7 4歳（ 再掲） 2,954 2,922 3,832 3,676 4,183 4,287 

15, 000人

男 女 男 女 男 女

11,432 11,193 11,331 11,125 11,924 11,309 

2,954 2,922 
3,832 3,676 

4,183 
4,287 

平成14年 6月 1日 平成19年 6月 1日 平成24年（推計）

65～ 
74歳

10, 000人

40～ 
5, 000人 64歳

0人

※平成 14～19 年の住民基本台帳人数の推移から、コーホート変化率法と呼ばれる方法によ

り推計。 
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②本市の国民健康被保険者数の推移と推計

＊40～74 歳における本市国民健康保険加入者（被保険者）数は、平成 18 年（2006 

年）6 月 1 日現在 12,443 人、対人口比 41. 5％です。性別・年齢層別にみると、

40～50 歳台前半は男女とも２割前後、60～64 歳では男性約49 ％、女性63％ 、

70～74 歳は男女とも 83％です。

＊人口に対する被保険者の比率が今後も一定とするならば、平成 24 年（2012 年） 

は 13,500 人弱と推計されます。 

本市の国民健康保険被保険者数の状況と推計 

平成19年 5月末日 ( 人口に対する比) 平成24年（推計）

男 女 男 女 男 女

35 ～39歳 558 491 18.2% 18.3% 552 493 

40 ～44歳 421 370 17.4% 17.2% 521 465 

45 ～49歳 363 375 18.4% 20.4% 445 444 

50 ～54歳 365 376 18.8% 19.9% 375 361 

55 ～59歳 602 939 22.3% 32.8% 428 611 

60 ～64歳 1,119 1,516 48.9% 63.3% 1,263 1,750 

65 ～69歳 1,747 1,578 77.6% 77.4% 1,659 1,807 

70 ～74歳 1,318 1,354 83.3% 82.7% 1,704 1,615 

40～64歳（ 再掲） 2,870 3,576 25.3% 32.1% 3,033 3,631 

65～74歳（ 再掲） 3,065 2,932 80.0% 79.8% 3,364 3,422 

（単位：人）

5,000人
65～ 
74歳

男 女 男 女

2,870 
3,576 

3,033 
3,631 

3,065 
2,932 

3,364 
3,422 

平成19 年 5 月末日 平成24 年（推計）

40～ 
64歳

0人

※平成 19 年における被保険者数の人口に占める割合が、平成 24 年においても一定という

仮定で推計したもの。この割合は、社会情勢により変動する可能性もあります。 
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(2)本市の市民、本市の国民健康保険被保険者における疾病の状況 


①本市市民の死因

＊生活習慣病を中心に、疾病別にみた死亡数をみると、悪性新生物（がん）による

死亡者が約３分の１を占めており、心疾患・脳血管疾患なども少なくないです。

死因の状況（平成 17 年、愛知県衛生年報） 

県全体 瀬戸保健所 豊明市

総数 52,536 (100.0%) 2,814 (100.0%) 429 (100.0%) 

悪性新生物 15,876 (30.2%) 881 (31.3%) 116 (27.0%) 

心疾患 8,767 (16.7%) 442 (15.7%) 72 (16.8%) 

脳血管疾患 6,196 (11.8%) 348 (12.4%) 58 (13.5%) 

腎不全 926 (1.8%) 61 (2.2%) 12 (2.8%) 

糖尿病 586 (1.1%) 24 (0.9%) 4 (0.9%) 

高血圧性疾患 203 (0.4%) 9 (0.3%) 3 (0.7%) 

不慮の事故 2,064 (3.9%) 98 (3.5%) 12 (2.8%) 

自殺 1,466 (2.8%) 90 (3.2%) 18 (4.2%) 

その他 16,452 (31.3%) 861 (30.6%) 134 (31.2%) 

（人） （ 人） （人） 

※瀬戸保健所管内（瀬戸市、尾張旭市、日進市、豊明市、東郷町、長久手町） 

②本市国民健康保険被保険者の治療状況

＊平成 19 年 5 月診療分のレセプトにより、本市国民健康保険被保険者における治

療状況の特徴を掲げます。ここで「費用額」とは、受診者の自己負担額と保険負

担分を合わせたものであり、傷病名は被保険者各人の主傷病のみの扱いです。

※いずれも愛知県国民健康保険団体連合会『疾病分類統計表』平成 19 年 5 月診療分。 

（生活習慣病を中心とした状況） 

＊入院件数は、被保険者 100 人に対し 2.60 件です。ここには、統合失調症などと

ともに、上位 10 疾病までに「脳梗塞」「脳内出血」「糖尿病」「虚血性心疾患」な

どが含まれています。これらの疾病で、入院全体の５割弱を占めています。

＊入院外件数は、被保険者 100 人に対し 99.07 件です。ここには、歯肉炎・歯周

疾患などとともに、上位 10 疾病までに「高血圧性疾患」「脳梗塞」「糖尿病」な

どが含まれています。これらの疾病で、入院外全体の５ 割強を占めています。

＊費用額は、被保険者１人あたり 28,119 円です。ここには、歯肉炎・歯周疾患や

統合失調症などとともに、上位 10 疾病までに「高血圧性疾患」「脳梗塞」「腎不

全」「糖尿病」「虚血性心疾患」などが含まれています。これらの疾病で、費用額

全体の５割弱を占めています。
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本市国民健康保険の受診状況（平成 19 年 5 月診療月） 


疾病（中分類）別にみた件数 「どんな疾病で受診する人が多いのか？」 上位 10 位まで 


入院件数、単位：件 入院外（外来）件数、単位：件 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 47 高血圧性疾患 2,819 

その他の心疾患 33 歯肉炎及び歯周疾患 2,236 

脳梗塞 33 脳梗塞 1,350 

その他の悪性新生物 32 屈折及び調節の障害 942 

骨折 27 糖尿病 820 

脳内出血 24 その他の歯及び歯の支持組織の障害 817 

その他の消化器系の疾患 20 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 729 

糖尿病 18 その他の眼及び付属器の疾患 549 

肺炎 17 皮膚炎及び湿疹 521 

虚血性心疾患 15 その他の急性上気道感染症 461 

全体 575 全体 

46.3% 51.3% 

21,897 

上位10疾病が全体に占める比率 上位10疾病が全体に占める比率 

入院受診率2.60 入院外受診率99.07

※受診率とは全体の件数が被保険者 100 人に占める値 

年齢層別・疾患別にみた入院件数 
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疾病（中分類）別にみた費用額 「疾病と、お金の関係は？」 上位 10 位まで

費用額、単位：千円 

高血圧性疾患 44,677 

脳梗塞 43,290 

腎不全 39,178 

その他の心疾患 27,692 

歯肉炎及び歯周疾患 26,952 

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 22,657 

糖尿病 22,328 

虚血性心疾患 21,788 

その他の悪性新生物 20,302 

骨折 

全体

45.8% 

15,730 

621,512 

上位10疾病が全体に占める比率

１人あたり費用額28,119円 

※１人あたり費用額とは、全体費用額の被保険者１人あたり平均。 

費用額は、自己負担額と給付（保険による医療費）の合計額。 

年齢層別・疾患別にみた費用額 
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（特定健診計画パブコメ資料） － 11 －




脳血管疾患

市全体

豊明市

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

4 5 6 7 8

受診率（被保険者100人あたり件数）

１

人

あ

た

り

費

用

額
（

円
）

１ 

１ 

１ 

本市と愛知県内他市の国民健康保険の受診状況（平成 19 年 5 月診療月） 

※図の各点は、愛知県内の他市の数値。「市全体」は、本市を含む県内市部全体の数値。 

3,000 

市全体

高血圧性疾患

豊明市

１	 1,500 
人 人
あ あ
た	 2,500 た
り り
費 費	 1,000 

用	
2,000 

用

虚血性心疾患

豊明市

市全体

1,000 

10 11 12 13 14 15


受診率（ 被保険者100人あたり件数）


0 

1.0 1.5 2.0 

受診率（被保険者100 人あたり件数）

額
（ 

額
（ 

円
） 

円
） 

500 
1,500 

市全体

豊明市

脳血管疾患
2,000 4,500 

１ 

人人	 4,000 
ああ

糖尿病

豊明市

市全体

4 5 6 7 8 

受診率（被保険者10 0人あたり件数）

500 

3 4 5 6 7 

受診率（被保険者100 人あたり件数） 

3,500 たた
りり 1,500 3,000 
費費
用用	 2,500 

額
（ 

額
（ 

2,000 

1,500 1,000 円
） 

円
）1,000 

500 

0 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 

豊明市

市全体

腎不全

0.0 	0.2  0.4  0.6  0.8  

受診率（被保険者100人あたり件数）

人

あ

た

り

費

用

額
（ 
円
） 

（特定健診計画パブコメ資料） － 12 －


2.5 



(3)これまでの基本健康診査の受診者の状況 

①基本健康診査の受診状況

＊40～74 歳で基本健康診査を受診した人のうち国民健康保険加入者のみを抽出し

てみると、平成 18 年度（2006 年度）では、3,960 人です。 

＊基本健康診査を受診した人の割合を年齢層別に概観すると、60 歳未満では２割未

満、60 歳以上では女性が４割台となっています。

基本健康診査の受診状況（国民健康保険加入者） 

国民健康保険
被保険者数

基本健康診査
受診者数

比率

40～49歳 776 98 12.6% 

50～59歳 1,008 146 14.5% 

男 60～64歳 1,193 295 24.7% 

性 65～69歳 1,681 630 37.5% 

70～74歳 1,251 482 38.5% 

（ 合計） 5,909 1,651 27.9% 

40～49歳 730 119 16.3% 

50～59歳 1,410 375 26.6% 

女 60～64歳 1,519 616 40.6% 

性 65～69歳 1,532 675 44.1% 

70～74歳 1,295 524 40.5% 

（ 合計） 6,486 2,309 35.6% 

男女・40～ 74歳 12,395 3,960 31.9% 

被保険者数は平成 18 年 5 月。受診者数は平成 18 年度。 

②健診結果の状況

＊平成 18 年度（2006 年度）における健診結果を受診者全体でみると、男女とも

に「異常認めず」は若年層ほど多い傾向です。この割合が最も大きい女性 40 歳

代でも 28. 6%にとどまっています。

基本健康診査の受診結果・総合判定（国民健康保険加入者）

受診者数 異常認めず 要指導ａ 要指導ｂ 要医療

男
性

40～4 9歳 98 18.4% 22.4% 24.5% 34.7% 

50～5 9歳 146 13.0% 26.0% 19.9% 41.1% 

60～6 4歳 295 11.2% 22.0% 20.7% 46.1% 

65～6 9歳 630 10.8% 25.2% 22.7% 41.3% 

70～7 4歳 482 6.0% 21.6% 30.5% 41.9% 

女
性

40～4 9歳 119 28.6% 22.7% 21.8% 26.9% 

50～5 9歳 375 13.3% 23.7% 26.4% 36.5% 

60～6 4歳 616 10.4% 21.9% 30.0% 37.7% 

65～6 9歳 675 8.1% 20.4% 31.3% 40.1% 

70～7 4歳 524 5.9% 17.7% 29.2% 47.1% 

（平成 18 年度分） 
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＊検査別結果をみると、「境界域高血圧・高血圧」「高血圧」「高脂血症」「糖代謝異

常」「肥満」「総コレステロール」や喫煙などについて、要指導・要医療となって

いる人が少なくありません。とりわけ、高脂血症・総コレステロールで要指導・

要医療となる人が多いです。

基本健康診査の検査別結果（国民健康保険加入者）

受診者数

「要指導」または「要医療」と判定された人の割合

境界域
高血圧

高血圧 高脂血症 糖代謝異常 肥満
総コレ

ステロール

男
性

40 ～49歳 98 13.3% 1.0% 57.1% 9.2% 29.6% 56.1% 

50 ～59歳 146 18.5% 3.4% 48.6% 15.8% 28.8% 48.6% 

60 ～64歳 295 20.7% 7.1% 54.2% 23.1% 23.7% 59.7% 

65 ～69歳 630 26.3% 6.3% 46.8% 22.4% 25.4% 53.2% 

70 ～74歳 482 25.9% 5.0% 49.6% 25.5% 24.7% 45.0% 

女
性

40 ～49歳 119 5.9% 0.8% 24.4% 5.0% 19.3% 45.4% 

50 ～59歳 375 19.7% 3.5% 57.3% 12.8% 21.6% 49.6% 

60 ～64歳 616 20.3% 4.2% 62.5% 13.8% 20.1% 51.0% 

65 ～69歳 675 24.7% 5.8% 59.6% 18.5% 23.1% 47.9% 

70 ～74歳 524 32.3% 10.5% 58.6% 22.7% 24.6% 40.5% 

受診者数
吸っている

20 本未満 2 0本以上

男
性

40 ～49歳 98 7.1% 33.7% 

50 ～59歳 146 12.3% 28.8% 

60 ～64歳 295 6.8% 19.3% 

65 ～69歳 630 8.6% 17.5% 

70 ～74歳 482 11.2% 8.9% 

女
性

40 ～49歳 119 9.2% 2.5% 

50 ～59歳 375 3.7% 1.3% 

60 ～64歳 616 1.9% 1.6% 

65 ～69歳 675 1.6% 0.9% 

70 ～74歳 524 0.8% 0.2% 

※特定健康診査に特に関連の強い検査項目のみ掲げている。平成 18 年度分
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(4)これまでの健康教育・健康相談等の被指導者の状況 

①特定保健指導に類似した健康教育・健康相談事業の状況

＊平成 19 年度（2007 年度）までに実施してきた各種保健事業のなかで、ねらい

や扱う病態等が 20 年度（2008 年度）からの特定保健指導に類似しているもの

を挙げると、次のような取り組みがあります。

ア．健診結果の送付

＊基本健康診査のすべての受診者を対象に、健診結果を送付するとともに、生活習

慣アドバイスを健診結果と問診情報に基づいて送付。

＊郵送により、受診者１人につき１回送付。

イ．集団結果説明「ミニ講座」

＊肥満者のうち希望者を対象に、健診結果を説明するとともに、生活習慣の改善点

を見いだすことをねらいとして実施。

＊集団（講座）方式で、受診者１人につき１回、１日実施。保健師・管理栄養士が

担当。

ウ．成人健康相談

＊希望者を対象に、健診結果を説明するとともに、健康相談を実施。

＊個別（面談）方式で、受診者１人につき１回、１日実施。医師・保健師・管理栄

養士が担当。

エ．「内臓脂肪ゲキタイ教室」

＊64 歳以下でＢＭＩ※25.0 以上の人のうち希望者を対象に、内臓脂肪や運動につ

いての講義、グループワーク、個別健康相談、身体測定を実施。各年度の参加者

には、前年度の参加者を含まない。

＊集団（講座やグループワーク）方式で、受診者１人につき１回、６日間実施。う

ち１日はあいち健康プラザで実施。保健師・栄養士・運動指導士が担当、食生活

改善推進員等の協力を得て実施。

※ＢＭＩとは、「体重(ｋｇ)÷ 身長(ｍ) ÷身長( ｍ)」で算出される体格指数のことで、肥満度

を測るための国際的な指標。医学的に最も病気が少ない数値として２２を「標準」とし、

18.5 以下なら「やせ」、２５以上を｢肥満」としています。 

オ．「糖尿病教室」

＊糖尿病で、要再検・要精検・要医療のいずれかであったが、まだ内服治療を開始

していない人、かつ、内臓脂肪ゲキタイ教室に参加していない人が対象。

＊糖尿病予防のための運動や食生活について、講義、グループワーク、個別健康相

談を実施。

＊集団（講座やグループワーク）方式で、受診者１人につき１回、５日間実施。う

ち１日は健康プラザにて実施。
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②被指導者の状況

＊１８年度に実施した「ミニ講座」「内臓脂肪ゲキタイ教室」「糖尿病教室」の参加

者の状況や、実施体制について分析した結果は、以下のとおりです。

ア．集団結果説明「ミニ講座」

＊延べ 60 人が参加。

＊開催日は、疾病別に３日（各 30 人定員）を予定しましたが、「高血圧」と「高血

糖」の参加希望は少なく、「高脂血症」の参加希望者が多くなりました。

イ．「内臓脂肪ゲキタイ教室」

＊２コース（各コース６日、各 30 人定員）を予定しましたが、いずれも定員割れ

でした。参加希望者の参加動機として、40～50 歳代では「肥満」「体重」「ウエ

スト」等を気にしている人が多く、60 歳前後では「健康」に対する関心が高くな

りました。

＊教室開始時から終了２か月後まで（５か月間）のあいだに、２コース合計２７人

中１９人の体重が減少しました。

ウ．「糖尿病教室」

＊紙面での案内だけで 7 人が応募しました。電話での紹介（受講勧奨）は、前年か

ら状況が悪化した人を対象として約 150 人行い、５ 人の応募がありました。参加

しない人では「日程が合わない」ことを指摘する人が多数を占め、医療機関で既

に指導を受けた人も数人いました。

エ． 実施体制と今後の課題 

＊講座形式で１回開催するため、開講している時間数と同程度の時間数が、準備と

記録のために必要です。

＊今後、特に力を入れるべき対象者グループとして、「40 歳代、男性、肥満」の市

民を挙げることができます。40 歳、50 歳などの節目となる年齢の前後は、自身

の体型や体力に関心をもつ時期でもあると考えます。
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(5)これまでの成人保健事業の状況 

①「とよあけ健康基本計画２１」及び「とよあけ健康アクションプラン２１」 

ア．とよあけ健康基本計画２１ 

＊「とよあけ健康基本計画２１」は、健康増進法に規定する本市の健康増進計画で

あり、平成 17 年度（2005 年度）を初年度とし 23 年度（2011 年度）を目標

年度とするもので、20 年度（2008 年度）に中間評価を行います。

＊計画の重点目標は「70 歳未満：肥満の予防」及び「70 歳以上：高齢者の生きが

い」としています。70 歳未満肥満者（ＢＭＩ25 以上） については、その減少に

ついて数値目標を掲げ、肥満者の減少により、高血圧・高脂血症等の生活習慣病

が減少することができるとしました。

＊計画の基本項目は、次の７つです。

「栄養・食生活」 「身体活動・運動」

「休養・こころの健康」 「たばこ」

「アルコール」 「歯の健康」

「糖尿病・循環器病・がん」

＊この計画は、個人の健康づくりだけではなく個人を取り巻く環境をも視野に入れ

た健康づくりの取り組みを推進する「ヘルスプロモーション※」の考え方と手法を

活用しています。

※「ヘルスプロモーション」とは、人々が自らの健康をコントロールし、改善することが出

来るようにするプロセスです。健康を広い意味での社会的枠組みのなかでとらえること、

つまり、人々の健康を向上させるには個人への働きかけだけでなく、人々を取り巻く、社

会的環境を含む様々な環境への働きかけが重要であると強調しています。 

イ．とよあけ健康アクションプラン２１

＊上記「基本計画」の行動計画であり、「肥満予防対策」と「生きがい対策」からな

るもので、そのうち肥満予防対策の要点は次のとおりです。

肥満予防対策の【重点事業】

○食文化交流の推進

○幼年・少年・青年期の食生活に関する状況調査と啓発

○地域の食材・伝統メニューマップの作成

○地域行事の際出前型健康講座の実施

○職場内ラン（メール）の活用による職員への健康情報提供

○ウォーキングマップの作成

○地域健康づくり連携組織（会議）の設置

○年代別健康づくり教室の実施
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肥満予防対策の【目標】


○子どもたちの心とからだを育む“食育”が実践できる

○健康的な食文化づくりを地域で推進する

○家庭における子どもたちの心とからだを育む取り組みを支援する

○職場における従業員の積極的な健康づくりを実施する

○地域・企業・関係団体と連携した中高年男性を対象とした健康づくり環境の

整備をすすめる。

○気軽でわかりやすい健康づくり情報を提供する

○肥満予防や健康に関する正しい知識の普及と意識づけをすすめる

○健康的な食生活を仲間とともに楽しむことができる

○運動がしやすい環境整備をすすめる

○運動習慣を身につけることができるよう推進する

○地域ぐるみの健康づくりを推進する

＊この計画では、基本計画で掲げた「ヘルスプロモーション」とともに「エンパワ

メント」という理念も掲げています。これについて計画では、「人々が自分たちの

健康に影響を及ぼす意思決定や行動をより強くコントロールできるようになるプ

ロセスである」と理解しています。市民主体の地域保健活動を行っていく際に公

衆衛生の専門家が果たす役割は、「従来の知識の伝達や一方的な指導、行政主導の

協議会の設置などではなく、調整役、まとめ役として、組織間の対話を促進した

り、その結果としての市民からの要望を自治体の事業や施策に反映していく仕組

みづくりを行っていくことにあります」としました。

（特定健診計画パブコメ資料） － 18 －




(6)アンケート調査の実施 


＊本計画を策定するため、アンケート調査を実施した。その調査結果は、資料編に

掲げた。調査実施のあらましは、次のとおりです。

①調査の名称 

「特定健診・特定保健指導実施計画策定のための調査」

なお、アンケート用紙や使用した封筒等では、調査対象者に分かりやすいよう

『豊明市の健康づくりアンケート』という文字を目立たせました。

②調査の目的 

＊本調査は、本市の健康診査や生活習慣病予防の事業を充実するため、本市の国民

健康保険被保険者の皆さんの健康状態、生活習慣病予防への意見・要望を伺い、

仮称「特定健康診査・特定保健指導実施計画」策定に生かすために実施しました。 

③調査対象者

本市の国民健康保険の被保険者（35～64 歳）から無作為抽出した 2,000 人。

④調査方法

郵送法（郵送による調査票の配布・回収）。 

⑤調査期間

平成 19  年 7  月 12  日 ～ 31  日。 


調査基準日（年齢などの基準となる日）は 6 月 1 日。


⑥回収結果

対象者数 2,000 人 


回答数 624 人（回収率 31.2％）
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３．特定健診・特定保健指導実施計画

(1)達成しようとする目標とその基本的考え方 

① 特定健康診査の受診率 

「国民健康保険被保険者に占める受診率を 65 パーセントとする」

＊平成 18 年度（2006 年度）までの受診率と比較すると、受診者の大幅な増加を

図る必要があります。そのため、年齢階層別に受診率の目標を掲げ、65 歳以上の

被保険者にあっては 70 ％以上、65 歳未満では 50％以上を目指します。

＊65 歳以上は、介護予防にかかる事業の推進も重要であることから、関係する高齢

者施策と各般について調整し、受診率の向上を図ります。

＊65 歳未満は、就業者が多いことから、事業者団体と協議しつつ働きながら健康診

査を受けやすい実施体制を整えていきます。

②特定保健指導の実施率 

「平成 24 年度（2012 年度）における実施率を 45 パーセントとする」

＊平成 18 年度（2006 年度）までの実施状況をみると、基本健康診査で「要指導」

等と判定された人のうち、健診結果に基づいた教室・講座・相談会などの指導に

参加した人は少数です。一方、参加しなかった人は「日程が合わない」ことを指

摘することが目立ちました。

＊このことから、他の機関・団体や市の他の事業と調整し「ついでに」受けられる

ようにすること、受けるよう「働きかけ」を一緒にしていただくこと、該当者が

関心をもてる案内をするなど、様々な工夫を行っていきます。

③メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率

「平成 24 年度（2012 年度）において、20 年度（2008 年度）と比較した減少率を

10 パーセント以上とする」

＊これまでの健康教育などの事業では、健診結果データに一定程度の改善がみられ

る人が多かったですが、この目標を達成するには、より強力で継続的な支援が必

要です。このことから、国が定める特定保健指導以外にも、様々な健康づくりの

メニューが整っていることが必要です。

＊対象者の関心や人間関係に合わせて、今後も続けたいと感じることができるよう、

地域活動団体、スポーツ団体、健康づくりグループ、健康に資する趣味サークル

などの育成を、積極的に図ります。
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（参考：後期高齢者支援金） 

＊本計画で掲げる上記目標の達成状況に応じて、政令の定める方法により「後期高

齢者支援金」に対する財政上の加算・減算等の調整が行われるとされています（ 高

齢者の医療の確保に関する法律第 120 条第 2 項、同第 121 条第 2 項）。なお、

加算・減算等の調整は、平成 25 年度から適用されることとなります（同法附則

第 15 条）。 

＊「後期高齢者支援金」制度とは、平成 20 年度から実施される後期高齢者限定の

新しい医療保険制度であり（都道府県単位に広域連合を設立）、この財政負担とし

て全体の約 4 割を若年者の医療保険から拠出するものを指します。
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(2)特定健康診査・特定保健指導等の対象者数の見込み 

＊特定健康診査・特定保健指導に関わる対象者数の見込みを掲げます。

①人口・被保険者数

＊２(1)①～ ②に掲げました（本書 7～8 頁）。 

② 特定健康診査 

＊特定健康診査の対象者数は、平成 18 年度までの本市の基本健康診査受診率をふ

まえるとともに、24 年度における受診率が、国の示すものとなるよう見込みまし

た。

＊18 年度までの基本健康診査受診率は性別・年齢層別に異なり、男性に比べ女性で、

若年層に比べ高齢層で、それぞれ受診率が高くなっています。24 年度における受

診率の見込は、こうした現状をふまえ、受診者に対する比率が 65 ％となるよう目

標を設定しています。

特定健康診査の受診者数の受診率の見込み 

32% 32% 

38% 

44% 

51% 
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18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

※「受診率」は、国民健康保険加入者に対する受診者数の割合。 

※平成 18～19 年度は、基本健康診査のもの。平成 19 年度の受診者数は、未確定であり、

仮に 18 年度と同等とした。 
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③ 特定保健指導 

＊特定保健指導の対象者数は、平成 18 年度における本市の基本健康診査受診者の

健診結果データをふまえるとともに、24 年度における対象者の出現率が、国の示

すものとなるよう見込みました。

＊特定保健指導の利用者数は、平成 24 年度において、対象者に対する比率が 45％ 

となるよう目標を設定しています。

特定保健指導の対象者数の見込み 
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※平成 18～19 年度は、基本健康診査のもの。平成 19 年度の受診結果は、未確定であり、

仮に 18 年度と同等とした。 

特定保健指導の実施者数の見込み 
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(3)特定健康診査の実施方法 

【健康診査に関係する市民（40～64 歳の国民健康保険加入者）の実態と意見】 


＊基本健康診査を、前年度も今年度も受診していない人が受けやすくなるには

「年間を通じて受診できること」「いつ・どこで受診できるか、わかりやす

い情報」「週末に受診できること」などの意見が多いです。とりわけ、基本

健康診査の受診率が低い 40～50 歳台に対しては、商工団体や小売店舗・

医療機関など事業者の協力を得るなど、情報提供のあり方を工夫する必要が

あります。

＊入院又は通院している人のうち７割は、市内の医療機関にかかっており、こ

れまでの基本健康診査と同様、医療機関方式の継続が必要です。

＊８割は自動車で移動しており、会場の選定にあたっては駐車場の確保も考慮

に入れる必要があります。 

＊８割が就労し、その多くは、１ 週４日以上・１日６時間以上働いており、早

朝や週末における実施を検討する必要があります。

＊世帯内に、国民健康保険以外の医療保険の加入者がいる人が約半数です。

①特定健康診査の内容（委託基準の概要） 

＊対象者は、40～74 歳の国民健康保険加入者です。

＊健診項目は、次のとおりとします。

「質問票」 …服薬歴、喫煙歴等 

「身体計測」 … 身長・体重（ 以上からＢＭＩ）、腹囲

「理学的検査」…身体診察

「血圧測定」 

「検尿」 …尿糖、尿蛋白 

「血液検査」 … 脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬ/ＬＤＬ コレステロール）

血糖検査（ＨｂＡ１ｃ） 

肝機能検査（ ＧＯＴ、Ｇ ＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

※次のページに血液検査項目の解説をしています。 
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＜血液検査項目の解説＞ 

■脂質検査

動

【中性脂肪】

エネルギー源として肝臓で作られ利用される脂肪の一種です。余分なエネル

ギーはほとんど中性脂肪という形で蓄えられます。しかし、蓄えが多くなる

と脂肪肝や肥満の原因になります。

【ＨＤ Ｌコレステロール】 

血管壁に付着した余分なコレステロールを回収して肝臓に運び出します。

脈硬化を防ぐ働きをすることから「善玉コレステロール」と呼ばれています。

【ＬＤ Ｌコレステロール】 

肝臓のコレステロールを体の隅々まで運ぶ機能を果たし、動脈硬化などをひ

き起こす作用が強いことから「悪玉コレステロール」と呼ばれています。

■血糖検査

】【HｂＡ１ｃ（ヘモグロビンＡ１ｃ） 

赤血球の中に含まれるヘモグロビンがブドウ糖と結合したものをグリコヘ

モグロビンといいます。HｂＡ１ｃ はヘモグロビン全体の中にグリコヘモグ

ロビンがどのくらい含まれているかを調べることで、血糖検査だけではわか

らない過去１～２ヶ月間の血糖の状態を推測することができます。

■肝機能検査

ます。

【ＧＯＴ】

肝臓の細胞に多く含まれる酵素です。肝細胞、血液中にもおり、これらに障

害を受けても高くなります。心筋や骨格筋にも多く含まれているので、これ

らが障害を受けても高くなります。

【ＧＰＴ】

ＧＯＴ と同様、肝臓の細胞に多く含まれる酵素です。肝細胞、血液中にもお

り、これらに障害を受けても高くなります。ほとんどが肝臓にあるため、Ｇ 

ＯＴとＧＰ Ｔの検査値を比較することで病気の種類を推測することができ

【γ－ＧＰＴ 】 

肝臓の解毒作用に関する酵素です。とくに過度の飲酒で検査値が上昇する特

徴があり、アルコール性肝障害の診断に用います。
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②実施機関・場所

ア．実施機関

＊市や地区の施設・集会所等を活用して行う「集団方式」（健診業務の一部は専門機

関に委託） と、市内の医療機関に委託して行う「医療機関方式」により行います。 

＊委託することができる適切な事業者の把握に努めます。

イ．医療機関方式の実施機関・施設

＊医療機関方式では、その施設内で行います。

＊平成 20 年度における実施機関は、市内指定医療機関です。なお、21 年度以降は、

前年度までの利用希望人数の状況と、市内の医療機関の状況をふまえて、年度ご

とに見直しを行います。

ウ．集団方式の実施場所

＊集団方式では、平成 20 年度（2008 年度）は次のとおりとし、21 年度以降は

前年度までの利用希望人数の状況を見ながら、より多くの被保険者が受診しやす

いよう、年度ごとに見直しを行います。

（保健センター）

・保健センター。

（ 小学校施設） 

・市内の各小学校。

（社会教育施設）

・文化会館、各地区公民館等。

③実施時期・期間・スケジュール 

＊平成 20 年度において、受診できる期間は、集団方式・医療機関方式ともに６～ 

10 月とし、集団方式はあらかじめ定める日、医療機関方式は各施設の診察時間内

とします。20 年度のスケジュール表（案）は、特定保健指導と併せて本書 35 頁

に掲げています。

＊21 年度以降は、前年度までの受診状況を見ながら、より多くの被保険者が受診し

やすいよう、年度ごとに見直しを行います。

＊毎年度の見直しにあたっては、利用可能定員数だけでなく、実施する会場や曜日・

時間帯のほか同日程に実施する他事業等に留意します。
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④ 被保険者への周知案内

ア．市民（ 被保険者） 全体に対する案内

＊市広報に、特集記事を発行します（全戸配布）。 

＊例年発行してきた「成人健康診査・各種検診のご案内」を、特定健康診査をふま

えた内容に改めて、引き続き発行します（年１回、広報折込チラシ）。 

イ．被保険者個人に対する個別案内

＊平成 21 年度以降は、前年度の未受診者について、個別案内を行います（被保険

者本人名義で自宅へ郵送）。 

＊平成 22 年度以降は、２年度以上継続して未受診である人について、郵送による

個別案内を行うとともに、電話・訪問等により受診を勧奨します。

ウ．その他の方法による働きかけ

＊市で把握している健康づくり・スポーツ団体、国民健康保険加入者が多いと考え

られる商工団体に対して、団体として受診に配慮いただくことを要請するととも

に、そのメンバーに対して（医療保険の種類を問わず、各医療保険による） 特定

健康診査を受診するよう働きかけます。

⑤健診受診の方法と流れ

ア．平成 20 年度の方法と流れ

ⅰ）特定健康診査の対象者に対しは、４月に一括で、特定健診のご案内と健診の申

込み専用ハガキを郵送します。

ⅱ） 対象者は、希望する方法（集団方式または医療機関方式）、集団方式の希望者に

あっては受診希望の日時・場所を専用ハガキに明記し、返送します。

ⅲ）返送されたハガキを基に、受診票（問診票兼受診券）を発行します。集団方式

の希望者にあっては、受診できる日程を定め、受診日の予約が確定したものから

順次受診票を受診者に郵送します。

イ．平成 21 年度以降の方法と流れ

＊平成 20 年度までに比べ、受診者の行う手続きが煩雑にならないことを原則とし

て、事務を簡素化するよう努めます。

⑥受診希望者への受診票(問診票兼受診券)交付と自己負担額 

＊受診票（問診票兼受診券）の発行事務、受診に関する市民からの相談・問い合わ

せに対しては健康課が担います。

＊特定健康診査を受診する国民健康保険加入者の自己負担（額）は、受診が促進さ

れるよう別に定めます。受診票の持参・提出により確認します。
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⑦受診者への結果の通知

＊健診結果の通知は、特定健康診査を委託する機関から行います。

＊特定保健指導が必要と判定された被保険者に対しては、その通知に、特定保健指

導を受けることができる場所や方法についての案内も含めます。

⑧実施体制・事務の流れ

＊特定健康診査の事務の流れは、次のとおりです。なお、下表は平成 19 年度の組

織名を基に記載していますが、市の組織機構改革等の際には、市民にとって分か

りやすく、かつ事務が効率化する方向での見直しに努めます。

特定健康診査の主な事務の分担 （組織名は平成 19 年度のもの） 

事務の流れ 主な担当、考え方 

予算の起案 

自己負担額の設定 

委託先の選定・契約 

案内文書の作成 

・保険年金課が中心となって行います。 

・なお、健康課や高齢者福祉課と密に情報交換を行い、特定

健康診査以外の健診事業（65 歳以上の生活機能評価や、

がん検診、35～39 歳健診等）との整合性の確保や、実施

における効率化に努め、「制度の谷間」が発生しないよう連

携を図ります。 

スケジュール作成 

・全体的なスケジュール調整は保険年金課、健康課、高齢者

福祉課が連携して行います。 

・また、他の関連事業との連携を図ります。 

受診票の発行 

個別通知 

・健康課が中心となって行います。 

・個人の受診状況等をふまえた個別通知は、保険年金課、健

康課、高齢者福祉課が連絡調整の上行います。 

市民からの相談窓口 
・保険年金課、健康課、高齢者福祉課のいずれで関連する相

談を受けても、基本的な対応ができるよう体制を整えます。

集団方式の実施 

・会場運営管理は、保険年金課、健康課が合同で行います。

・検査設備の準備、各種検査の実施、検査結果のデータ化は、

集団方式の委託先健診機関が行います。 

医療機関方式の実施 
・委託先医療機関との連絡調整は、保険年金課、健康課が連

携して行います。 

各種データの管理 

・健康課が中心となって行います。 

・受診状況や検査結果等のデータがやりとりされるため、個

人情報保護に努める。 

健診結果の送付 ・健診結果の送付は委託先健診機関と調整して行います。 
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ア． 適切な実施機関の確保 

＊厚生労働省令「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基づき厚

生労働大臣が告示にて定める外部委託に関する基準を満たしている機関であるこ

とが、最低限の条件です。 

なお、この「基準」では、実施機関の人員、施設又は設備、精度管理、健診結

果等の情報の取扱い、運営等に関する基準を定めています。

イ．健診データの形式、保存、送受、個人情報保護

＊豊明市個人情報保護条例（平成 16 年 12 月 27 日 条例第 25 号）、その他関係

する法令に基づいて、市及び委託先実施機関において、個人情報の厳正な保護を

図ります。

ウ．委託の基準と財源

＊事業を委託する場合には、適切な事業者に対し、適切な委託料にて契約します。

エ．その他の重要事項

（65 歳以上の被保険者に関係する生活機能評価について） 

＊65 歳以上の被保険者にあっては、要介護状態になるおそれのある人むけの介護予

防事業の対象者（特定高齢者）を、把握するための生活機能検査も併せて実施す

ることになります。被保険者が混同しないよう、受診前の手続きを分かりやすく

するよう努めます。

＊基本的な問い合わせについては、関係課（ 平成 19 年度の保険年金課・健康課・

高齢者福祉課）のどこでも対応できる体制を整えます。

（その他の健康診査・検診について） 

＊がん検診、35～39 歳健診等の実施に努めます。
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(4)特定保健指導の実施方法 

【保健指導に関係する市民（40～64 歳の国民健康保険加入者）の実態と意見】 


＊ 「メタボリックシンドローム」という言葉を知っている人は、約８割。自身

の肥満や腹囲に関心をもつ人は多いです。

＊ 自身の健康のために気をつけていることとして「食事・栄養」「体重」を挙

げる人は過半数です。

＊これまでに、健康のためになるアドバイスを受けたことがある専門的な施設

として「医院・病院」を挙げる人は約半数です。

＊ 「生活習慣病を予防するための知識を、どのように知りたいか」との問いに

対して「資料」とした人が過半数、次いで「講習」です。また、市の保健セ

ンターが行う相談や講習を受けたいと思う人は少なくありません。

①対象者の選定と階層化（優先順位） 

ア．階層化

＊厚生労働省が示す特定健康診査・特定保健指導におけるメタボリックシンドロー

ムの判定基準にそって、次の３段階に対象者を区別します。なお、65 歳以上で積

極的支援と判定された場合は、動機づけ支援となります。

「情報提供」…生活習慣の見直しや改善のきっかけとなる情報を提供

「動機づけ支援」…生活習慣改善の必要性に気づき、目標設定し、行動に移す支援

「積極的支援」…健診結果の改善にむけて、生活習慣改善の継続的な実行を支援

イ．判定基準となる項目

＊判定基準となる判定項目は次のとおり。

ａ「内臓脂肪型肥満」…腹囲 男性 85 センチ以上、女性 90 センチ以上

またはＢＭＩ25 以上 

ｂ 「高血圧」 … 収縮期血圧 130mmHg 以上、拡張期血圧 85mmHg 以上 

ｃ 「脂質異常」… 中性脂肪 150mg/dl 以上、ＨＤＬコレステロール 40mg/dl 未満 

ｄ「高血糖」 …ＨｂＡ１ｃ 5.2 ％以上

ｅ「喫煙歴」 … 質問票による

特定保健指導の対象者の選定（上記ア・イの関係） 

ａ ｂ・ｃ・ｄのうち ｅについて 40～64 歳 65～74 歳

腹囲 

男性 85 ㎝以上 

女性 90 ㎝以上 

２つ以上該当 

１つ該当 

－

あり 

なし 

積極的支援 
動機づけ支援 

上記以外で 

ＢＭＩ25 以上 

３つ該当 

２つ該当 

１つ該当 

－

あり 

なし 

－

積極的支援 

動機づけ支援 
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＊上表のうち、糖尿病、高血圧、脂質異常症の治療にかかる薬剤を服用するなど、

既に医師の指示の下で医学的管理を受けている人は、除きます。

ウ．対象者の重点化について

＊男性の 40～50 歳代については、特定保健指導をより多くの人が受けるよう、特

に力を入れて働きかけます。

＊平成 21 年度以降においては、前年度までの特定健康診査・特定保健指導の実績

データをふまえて、上記の判定基準を基本としつつ、特に重点的に指導を行う対

象者を設定する場合があります。

②特定保健指導の支援方法と実施体制

ア．情報提供


（内容）


＊特定健康診査の受診者全員を対象とし、該当者１人につき、毎年度の健診後１回、

行います。

＊受診者への結果の通知の際に、その年度の健診結果にあわせ経年的グラフデータ

を示します。

＊資料として、市内のスポーツ団体・健康づくりサークルの紹介、体育館、老人福

祉センターなど健康づくりに資する施設の紹介、保健センターにおける各種教

室・個別相談日や健康づくりに資する生涯学習講座を紹介します。さらに、疾病

別死亡率や国民健康保険被保険者全体の疾病別治療状況などの統計情報なども提

供します。

（実施機関） 

＊特定健診を受診した委託先健診機関から、上記資料を、健診実施後すみやかに個

別に配布します。

イ．動機づけ支援

＊上記の「情報提供」を行います。

＊次の４形式（支援形態）から該当者１人は１つを選択し、１回実施します。

・保健センターでの講習（グループ支援） 

・保健センターでの個別面談（ 個別支援） 

・保健師等による家庭訪問（個別支援）

・その他の専門機関での講習（ グループ支援） 

＊それぞれの支援においては、「情報提供」資料に基づき、一人ひとりの健診結果と

それに関係する疾病について説明を行い、スポーツ・健康づくりに資する取り組

みを紹介し、生活習慣の改善を促す援助を行います。

ウ． 積極的支援 

＊上記の「情報提供」及び「動機づけ支援」を含むかたちで、次の指導を行います。 

（初回時の面接による支援）

＊１人あたり 20 分以上の個別支援、または１グループ（８名以内）あたり 80 分

以上のグループ支援を行います。
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＊それぞれの支援においては、「情報提供」資料にもとづき、一人ひとりの健診結果

とそれに関係する疾病について説明を行い、スポーツ・健康づくりに資する取り

組みを紹介し、生活習慣の改善を促す援助を行います。

＊指導のスケジュール「特定保健指導支援計画」と、本人の行動目標「行動計画」

を作成します。 

（３か月以上の継続的な支援）

＊別紙に掲げる支援を行い、「支援Ａ」で 160 ポイント以上、「支援Ｂ」で 20 ポイ

ント以上、合計で 180 ポイント以上を満たすよう指導のスケジュールを組み立て

ます。

３か月以上の継続的な支援のポイント構成 

支
援
Ａ

内
容
と
支
援
形
態

・生活習慣をふりかえります。 

・食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な学習をします。 

・本人が実践している取り組みと結果についての評価と、今後の行動目標を設

定します。 

・個別支援（個別面談、家庭訪問）、グループ支援（講習）、通信による支援（電

話、電子メール、手紙、ＦＡＸ等）により行います。 

個別支援 
・支援１回あたり 10 分間以上。 

・５分間＝１単位＝20 ポイント（上限 120 ポイント）。 

グループ 

支援 

・支援１回あたり 40 分間以上。 

・10 分間＝１単位＝10 ポイント（上限 120 ポイント）。

ポ
イ
ン
ト
算
定
要
件

電話支援 
・支援１回あたり５分間以上の会話。 

・５分間＝１単位＝15 ポイント（上限 60 ポイント） 

電子メール、 ・指導実施者と対象者のあいだで、支援に必要な情報共有が図

手紙、ﾌｧｯｸｽ られたと判断できるような情報のやりとり１回。 

による支援 ・１回（通信のやりとり、往復）＝１単位＝40 ポイント。 

内
容
と
支
援
形
態

・「行動計画」の実施状況の確認、その行動を維持するための賞賛や激励などを

行います。 

・個別支援（個別面談、家庭訪問）、グループ支援（講習）、通信による支援（電

話、電子メール、手紙、ＦＡＸ等）により行います。 

支
援
Ｂ

ポ
イ
ン
ト
算
定
要
件

個別支援 
・支援１回あたり５分間以上。 

・５分間＝１単位＝10 ポイント（上限 20 ポイント）。 

電話支援 
・支援１回あたり５分間以上の会話。 

・５分間＝１単位＝10 ポイント（上限 20 ポイント） 

電子メール、

手紙、ﾌｧｯｸｽ

・指導実施者と対象者のあいだで、支援に必要な情報共有が図

られたと判断できるような情報のやりとり１回。 

による支援 ・１回（通信のやりとり、往復）＝１単位＝５ポイント。 
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③特定健康診査から特定保健指導までの流れ

＊特定健診受診者に対する健診結果の個別通知の際に、その人に当てはまる階層別

の特定保健指導を紙面により案内し、指導を受けることを促します。

＊さらに「動機づけ支援」「積極的支援」の該当者には少なくとも１ 回、電話により

特定保健指導を受けることを促します。

④実施機関・場所・スケジュールの考え方

＊平成 21 年度以降については、特定健康診査の受診状況や、20 年度以降の特定保

健指導の実施状況をふまえて、多様な実施機関による実施を含め、市民が保健指

導を受けやすくなる方向で検討します。

ア．実施機関・場所（ 平成 20 年度）

＊平成 20 年度における実施機関・場所は、保健センターおよび委託先保健指導機

関等とします。 

＊「動機づけ支援」「積極的支援」では必要に応じて家庭訪問を行います。

イ．スケジュール（平成 20 年度） 

＊実施する期間は、特定健康診査の実施時期をふまえ、「情報提供」は受診後約１ か

月後（７～12 月）、「動機づけ支援」は受診後約２か月後（８月～ 翌年１月）、「積

極的支援」は受診後約３～８か月後（９月～ 翌年度７月）に行います。

＊平成 20 年度のスケジュール表（案）は、特定健康診査と併せて本書 35 頁に掲

げています。

⑤指導結果の評価

＊「動機づけ支援」「積極的支援」においては、初回の指導日から概ね６か月後にお

いて、個別面談等により生活習慣の改善や体調の変化を把握します。また、翌年

度における特定健診を受診するなどにより、指導結果の評価を行います。

⑥ 個人情報保護 

＊豊明市個人情報保護条例（平成 16 年 12 月 27 日 条例第 25 号）、その他関係

する法令に基づいて、市及び委託先実施機関において、個人情報の厳正な保護を

図ります。

（特定健診計画パブコメ資料） － 33 －




⑦実施者・実施機関の人材確保と資質向上

＊特定健康診査の受診者数が増加するに伴い、特定保健指導の対象者・実施者が増

加するため、実施者・実施機関の量的な確保が必要です。そのため、保健センター・

委託先保健指導機関以外に、本市市民に対し特定保健指導を行うことのできる事

業者・団体の把握に努めます。

その際には、厚生労働省令「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基

準」に基づき厚生労働大臣が告示にて定める外部委託に関する基準を満たしてい

る機関であることが、最低限の条件です。なお、この「基準」では、実施機関の

人員、施設又は設備、精度管理、指導内容、特定保健指導の記録等の情報の取扱

い、運営等に関する基準を定めています。

＊市が行う「動機づけ支援」「積極的支援」を担当する職員は、専門的な知識経験や

技術（ノウハウ）が不可欠であることから、研修や人事を中長期的な視野で行う

ことが必要です。
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特定健康診査・特定保健指導に関する、平成 20 年度を中心としたスケジュールのイメージ 


月 

特定健康診査 
特定保健指導 

集団方式 

支援

積極的

支援

３ 

４ 

５ 

６ ◎ ◎ 

７ ◎ ◎ ○ 

８ ◎ ◎ ○ 

９ ◎ ◎ ◎ ○ ↓ ○ 

◎ ◎ ○ ↓  ↓  ○ ○ 

11 ○ ↓ ↓ ↓ ○ ○ 

○ ↓ ↓ ↓ ↓ ○ 

１ ＊ ↓ ↓ ↓ ○ ○ 

２  ＊  ↓ ↓ ↓ ○ 

３  ＊ ＊ ↓ ○ 

継続

受診の翌月頃には、健診結果を送付 

医療機関方式保健センター

・文化会館

小学校施設

・地域会場

情報提供 

（ 全員） 

動機づけ 

（65 歳以上：生活機能評価に関する案内）

受診券の発行、予約の受付

利用券の発行、予約の受付

毎月実施 

３か月以上の

継続的支援
○（例） 

○（例） 

10  

12 

６か月後に効果を評価
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(5)特定健診受診率、特定保健指導の実施率向上、 

及びメタボリックシンドローム該当者の減少のために 

①．特定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率の向上にむけて 

＊これまで行ってきた案内方法を継続することは基本ですが、さらなる受診率・実

施率の向上のためには、アンケート調査結果等からみると、①対象者への案内や

勧奨の繰り返し、②様々な場面で関係する情報に触れること、③対象者にとって

身近な人（ 家族、勤め先、友人知人など）からの勧奨が必要です。

＊「とよあけ健康基本計画２１」における重点事業（前掲）は、いずれも、この方

向性を満たすものです。このことから、2008 年度の中間見直しにおいて、肥満

予防対策等の確実な実施・推進を図るものとなります。

＊一定規模以上の企業や団体等では、本市国民健康保険加入者より高い受診率・実

施率が既に達成されています。これらの事業者では、職場において受診できる体

制整備（実施機関の確保、対象者の就業時間の調整など）を図っています。この

ことから、本市市内の商工団体や国民健康保険加入者が多いと考えられる事業

者・団体等を単位とした「地域行事出前型」「職場出前型」の特定健康診査や特定

保健指導の実施は有効であると考えられます。

②．メタボリックシンドローム該当者の減少のために

＊特定健康診査を受診し、特定保健指導を受けることは、メタボリックシンドロー

ム該当者の減少や、生活習慣の十分な改善の「入口」「きっかけ」にすぎません。

特に、「動機づけ支援」「積極的支援」の対象になった人が積極的に取り組むため

には、持続的かつ多様な実践が地域に存在する必要があります。

・特定保健指導の実施期間中における指導の一環として取り組めるもの

・特定保健指導の実施期間を終了後、持続的に取り組めるもの

・より集中的な支援が必要な対象者が取り組めるもの

＊対象者の関心や人間関係・生活スタイルに合わせることができるよう、地域活動

団体、スポーツ団体、健康づくりグループ、健康に資する趣味サークルなどの育

成を積極的に図ります。

＊これらの団体を把握する庁内の部署や関係団体は多岐にわたるため、庁内や団体

に対する情報提供・情報交換が欠かせません。それを効果的に行うには、対象者

や活動情報について仲介・調整する世話人が必要です。

（関係図表を【別図】に掲げています） 
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(6)個人情報の保護（結果通知とデータ受領及び保存） 

＊豊明市個人情報保護条例（平成 16 年 12 月 27 日 条例第 25 号）、その他関係

する法令に基づいて、市及び委託先健診機関、委託先保健指導機関において、個

人情報の厳正な保護を図ります。

(7)本計画の推進体制 

①本計画の公表・周知【19 年度中及び 20 年度当初の予定】

＊本計画決定前、本市国民健康保険運営協議会において計画骨子について検討を経

ました。その後、パブリックコメント（計画縦覧・意見募集）を、本市の手続き

に基づいて 19 年 12 月から 20 年 1 月にかけて行い、同 3 月決定します。

＊決定された本計画は、市議会において報告するとともに、ホームページ等により

全文を公表するものです。 

②関連計画の推進

＊本市の「第４次総合計画 ～人・自然・文化ほほえむ安心都市～」（平成 18 年度

～）が掲げる「健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくり」を推

進します。

＊「とよあけ健康基本計画２１」及び「とよあけ健康アクションプラン２１」を着

実に実施します。

③本計画の評価・見直し

＊特定健康診査・特定保健指導の実施状況について、毎年度、本市の国民健康保険

運営協議会に報告し、関係する資料は原則として、誰でも適時閲覧できるように

します。

＊なお、65 歳以上の本市国民健康保険加入者の特定健康診査・特定保健指導の実施

体制については、平成 20 年度末に予定している本市介護保険事業計画改定、22 

年度に予定されている医療費適正化計画の見直し等をふまえ、一定の見直しを図

る場合があります。
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資料編 （ 策定経過等）


① 特定健康診査・特定保健指導実施計画 プロジェクト・チーム 

＊特定健康診査・特定保健指導の対象者、実施内容等をふまえ、保険年金課（国民

健康保険担当課）、健康課（保健センター）、高齢者福祉課（65 歳以上市民に対す

る生活機能評価の担当課） の３ 課で、庁内プロジェクト・チームを組織しました。 

② プロジェクト・チームの定例会議

＊プロジェクト・チームは、本計画の案をとりまとめる全体調整を行う場として位

置づけ、実施体制に関係する詳細な調整作業は別途行いました。

回 月 日 主な内容 

第１回 4 27 特定健康診査・特定保健指導の全体像の把握 

２ 5 8 基本健康診査、健康相談・健康教育など既存事業の分析 

３ ５ ２５ アンケート調査内容の検討 

４ 6 4 アンケート調査内容の検討② 

５ 7 2 実施体制の検討、国民健康保険における医療費の分析 

６ 7 30 実施体制の検討、中間とりまとめ 

７ 9 ６ 20 年度の日程と数値目標の検討、アンケート結果の分析 

８ 10 ４ 20 年度の日程と数値目標の検討②、骨子案検討 

９ 11 1 生活機能評価との連携・整合性の確保、骨子案とりまとめ

以下、未定 
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別図 特定健康診査・特定保健指導の流れのイメージ 

 

下のイメージ図は、本計画案のとりまとめ作業の際に、参考にしているイメージ図です。 

実線の矢印「→」は、特定健康診査・特定保健指導の制度から想定される流れです。 

太い矢印「 」は、本市の計画で特に重視しようとしている課題です。 
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豊明市の健康づくりアンケート 
 
（ 特定健診・特定保健指導実施計画策定のための調査） 

調査のあらまし １． 本市の国民健康保険加入者の状況 
問 本市の国民健康保険にいつから入っていますか

■ 調査の目的	 本市の国民健康保険に加入している 35～64 歳（被保険者） のう


本調査は、本市の健康診査や生活習慣病予防の事業を充実する ち、自営業・家業手伝いという人は半数に満たない。約２割は、

１ 年以内 ５年以内 １０ 年以内 １０ 年以上前 無回答

ため、本市の国民健康保険被保険者の皆さんの健康状態、生活習 パート・アルバイト・非常勤であり、数％は正社員や派遣・登録	 0% 25% 50% 75% 100% 

慣病予防への意見・要望を伺い、仮称「特定健診・特定保健指導

実施計画」策定に生かすものです。 

■ 調査対象者

本市の国民健康保険の被保険者から無作為抽出した 2,000 人 

ただし、35～64 歳。

■ 調査方法

郵送法（郵送による調査票の配布・回収） 

■ 調査期間

平成 19 年 7 月 12  日 ～  31  日

■ 調査基準日（年齢などの基準となる日）

平成 19 年 6 月 1 日

■ 回収結果

対象者数 2,000 人

回答数  624 人（回収率 31.2％） 

社員などである。（下図） 

本市の国保での加入期間は、被保険者の過半数が 10 年以上とし
 

ている。しかし、自営以外の仕事をもつ被保険者では過半数が 10
 

年以内である。（ 右上図） 
 

被保険者の家族構成は、約４分の３が夫婦のみ、または２世代
 

である。（右下図） 
 

――――― 
 

特定健康診査・特定保健指導（特定健診等）では、このような
 

社会的背景に配慮して、スケジュールや実施会場を定めるととも
 

に、関係団体等に働きかけていく必要がある。 
 

問 あなたは、お仕事をしていますか？

問

5.3 15.9 18.8 57.9 全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～ 39歳(70) 

40～ 44歳(69) 

45～ 49歳(69) 

50～ 54歳(84) 

55～59 歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 

同居のご家族は、いらっしゃいますか？ 
0% 25% 50% 75% 

（ アンケート用紙に同封した案内文） 自営業･家業手伝い
45.4 

20.8 

5.1 

2.4 

2.1 

10.9	

ひとり暮らし 夫婦のみ ２世代 ３世代 その他 無回答

0% 25% 50% 75% 100% 
ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ ･非常勤

2.1 
在宅就労・内職
 

正社員
 

派遣･登録社員
 

9.9 
家事専業
 

求職中
 

0.8 
その他

無職、仕事をしていない 全体(624) 

0.5 
男性(236)


無回答
 女性(386) 

9.6 25.3 48.2 12.0 
4.0 

0.8 
全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～39 歳(70) 

40～44 歳(69) 

45～49 歳(69) 

50～54 歳(84) 

55～ 59歳(178) 

60歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 
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健康づくりアンケート（特定健診・特定保健指導実施計画策定のための調査 平成 19 年 6 月実施）のあらまし 

２． 健康状態と受療状況 

被保険者の健康状態は、過半数が健康または普通と感じている。 問 ふだんのストレスを解消できていますか？

健康に不安がある被保険者は、年齢が高くなるほど多くなる。ま
受療中の被保険者について、調査の前月（６ 月）１か月におけ

る自己負担額を尋ねた。この金額には、保険外の治療費やサービ
た、女性でＢＭＩ値（身長体重の回答から集計時に計算）が大き

できている 解消できている できていない ス費用等も含んでいると考えられる。 
い被保険者では、不安感をもつ人が多い。（下図） 

0% 25% 50% 75% 100% 約４割は２～５千円未満としており、年齢が高くなるほどこの

解消 いくらか あまり解消 無回答

ふだんのストレスは、被保険者の約２割が、あまり解消できて

問 
 

24.4 52.2 22.1 
1.3 全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～ 39歳(70) 

40～ 44歳(69) 

45～ 49歳(69) 

50～ 54歳(84) 

55～5 9歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

６月中、通院や入院をされていましたか？

階層が占める比率が大きい。 
いないと感じている。この割合は、44 歳以下と 50～54 歳、仕事が

１ 万円以上は１割台であるが、男性で腹囲が大きい被保険者や、
ない、または自営業以外の仕事に就く被保険者で多い。（右上図）

入院していた被保険者で、この階層が占める比率が大きい。（下図）
被保険者の過半数は、調査の前月（６月）に通院または入院し

――――― 
ている。年齢が高いほど、この割合が大きい。腹囲やＢＭ Ｉ値が

以上の実態は、中高年やメタボリックシンドロームの被保険者
大きい被保険者では、そうでない被保険者に比べ受療している人

が多くなるほど、国保にかかる医療費が高まる可能性があること
の割合が高い。（ 右下図） 

を示している。 

問 現在、健康状態はいかがですか？
 
問 ６月中の医療費はだいたいどのくらいですか？
 

（ 医院・病院に支払った額）
 

いたって健康 普通 健康に多少不安がある 健康ではない 無回答
 

0% 25% 50% 75% 100% 
０円以上

11.5 47.9 31.7 
5.6 

3.2 
全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～3 9歳(70) 

40～4 4歳(69) 

45～4 9歳(69) 

50～5 4歳(84) 

55～5 9歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85 以上(83) 

女、腹囲90 以上(33) 

男、BMI 25 以上(20) 

女、BMI 25 以上(47) 

男、BMI 25 未満(121) 

女、BMI 25 未満(265) 

その他(55) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 

２千円以上 ５千円以上 １万円以上 無回答
２千円未満 ５千円未満 １万円未満

0% 25% 50% 75% 100% 
医者にはかかっていない 通院していた 入院していた 無回答
（ 薬のみも含む）

0% 25% 50% 75% 100% 
16.0 39.2 24.7 16.3 

3.8 全体(344) 

男性(124) 

女性(219) 

35～39 歳(18) 

40～44 歳(26) 

45～49 歳(37) 

50～54 歳(48) 

55～ 59歳(112) 

60歳以上(102) 

自営業・家業手伝(154) 

仕事あり自営以外(96) 

仕事なし(90) 

男、腹囲85以上(50) 

女、腹囲90以上(19) 

男、BMI 25以上(13) 

女、BMI 25以上(30) 

男、BMI 25未満(55) 

女、BMI 25未満(153) 

その他(24) 

通院入院なし(0) 

通院した(333) 

入院した(10) 

43.8 53.5 1.6 
1.1 

全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～39 歳(70) 

40～44 歳(69) 

45～49 歳(69) 

50～54 歳(84) 

55～59 歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85 以上(83) 

女、腹囲90 以上(33) 

男、BMI 25 以上(20) 

女、BMI 25 以上(47) 

男、BMI 25 未満(121) 

女、BMI 25 未満(265) 

その他(55) 

［ 通院または入院している回答者のみ］ 
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健康づくりアンケート（特定健診・特定保健指導実施計画策定のための調査 平成 19 年 6 月実施）のあらまし 

３． 健康のために気をつけていますか 

被保険者の約３分の２は、健康のため、食事・栄養に気をつけ

ている。次いで、睡眠、体重、口の中の計血、適度な運動、休養・ 問 今後、健康を維持・改善するため


ストレス解消などに留意している。気をつけている被保険者の割 気をつけたいことは何ですか？


合は、いずれも女性が多く、男性の割合が高いのは酒・タバコの


みである。（下図） 0% 25% 50% 75%


被保険者のうち約２割は、日常生活のなかでほとんど歩いてい

ない。30 分未満は約４割で、以上を合計すると約６割である。 

――――― 

なお、この設問は本市市民全体の健康増進計画「とよあけ健康
100% 基本計画２１ 」の目標指標値のひとつであり、2011 年度（ 平成 23 

「今後」気をつけたいこと（右図）をあわせて尋ねたところ、 食事・栄養
74.7 

66.7 

53.5 

50.0 

48.7 

45.7 

29.8 

26.4 

12.8 

11.7 

1.0 

2.1 

1.1 

全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

年度） に 40％ とする目標を掲げている。平成 15 年 6 月におこなっ

現在気をつけていること（下図）と順位が異なっており、被保険
適度な運動

た 16 歳以上の本市市民全体の回答では 30 分未満で 44％である。 

者の実態と関心の違いが表れている。適度な運動に取り組む必要 被保険者の運動不足が浮き彫りになっている。 

があると感じている（が、現在は取り組んでいない）被保険者が 睡眠

約３分の２である。 体重

問 １日平均どのくらい歩きますか？ ――――― 
定期健診

特定健診等では、このような被保険者の関心をとらえたプログ

ラムや支援体制の構築を図る必要がある。 休養、ストレス解消
歩かない ３０ 分未満 ３０ 分以上 ６０ 分以上 無回答

６０ 分未満
規則正しい生活 0% 25% 50% 75% 100% 

口の中の清潔（歯みがきなど）

【広報掲載】問 健康のために、
 
気をつけていることはありますか？ タバコ
 

酒の飲み方
 

0% 25% 50% 75% 100%
 
その他
 

食事・栄養
 
特に気にしない
 

睡眠
 
無回答
 

体重
 

口の中の清潔（歯みがきなど）
 

適度な運動
 

休養、ストレス解消
 

定期健診
 

規則正しい生活
 

酒の飲み方
 

タバコ
 

その他
 

特にしていることはない
 

無回答
 

21.6 41.3 24.4 10.7 
1.9 

全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～ 39歳(70) 

40～ 44歳(69) 

45～ 49歳(69) 

50～ 54歳(84) 

55～59 歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85 以上(83) 

女、腹囲90 以上(33) 

男、BMI 25 以上(20) 

女、BMI 25 以上(47) 

男、BMI 25 未満(121) 

女、BMI 25 未満(265) 

その他(55) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 

67.0 

48.6 

47.0 

39.4 

35.9 

33.0 

27.2 

23.9 

8.0 

5.4 

0.5 

8.8 

1.8 

全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 
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４． メタボリックシンドローム 

１日の食事について栄養バランスや量をいつも気にしているの

は約３割である。この割合は、女性、とりわけＢＭＩ 値が低い女

性で高い。（下図） 

「メタボリックシンドローム」（内臓脂肪型肥満）という言葉を

知っている被保険者は約８割であり、聞いたことがある人を含め

ると９割超である。（右図） 

問 １日の食事について、
 
栄養バランスや量を気にするようにしていますか？
 

いつも ときどき あまり 気に 無回答
気にする 気にする 気にしない していない

0% 25% 50% 75% 100% 

30.6 42.3 21.8 
4.6 

0.6 
全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～39 歳(70) 

40～44 歳(69) 

45～49 歳(69) 

50～54 歳(84) 

55～ 59歳(178) 

60歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85 以上(83) 

女、腹囲90 以上(33) 

男、BMI 25 以上(20) 

女、BMI 25 以上(47) 

男、BMI 25 未満(121) 

女、BMI 25 未満(265) 

その他(55) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 

問 ｢メタボリックシンドローム｣という言葉を
 
知っていますか？
 

知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

0% 25% 50% 75% 100% 

81.7 13.5 
4.2 

0.6 
全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～ 39歳(70) 

40～ 44歳(69) 

45～ 49歳(69) 

50～ 54歳(84) 

55～59 歳(178) 

60 歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85 以上(83) 

女、腹囲90 以上(33) 

男、BMI 25 以上(20) 

女、BMI 25 以上(47) 

男、BMI 25 未満(121) 

女、BMI 25 未満(265) 

その他(55) 

通院入院なし(273) 

通院した(333) 

入院した(10) 

自身が、肥満または肥満ぎみと感じている被保険者は、半数弱

を占めている。腹囲やＢＭＩ値が大きい被保険者では、肥満また

は肥満ぎみと感じている人の割合が高く、男性より女性のほうが

より強く感じている。 

腹囲やＢＭ Ｉ値が大きい被保険者でも、自身をふつうと感じて

いる人があること、ＢＭ Ｉ値が低い被保険者でも肥満ぎみと感じ

ている人があることに留意しておく必要がある。（ 右上図） 

肥満または肥満ぎみと感じている被保険者のうち、気になって

いることとして、体重を挙げる人は女性に多く、腹囲を挙げる人

は男性に多い。（ 右下図） 

【広報掲載】問 ご自身が肥満だと思いますか？
 

肥満 肥満ぎみ ふつう やせぎみ やせている 無回答

0% 25% 50% 75% 100% 

14.7 30.3 43.4 6.3 
4.6 

0.6 
全体(624) 

男性(236) 

女性(386) 

35～39 歳(70) 

40～44 歳(69) 

45～49 歳(69) 

50～54 歳(84) 

55～59 歳(178) 

60歳以上(152) 

自営業・家業手伝(283) 

仕事あり自営以外(190) 

仕事なし(143) 

男、腹囲85以上(83) 

女、腹囲90以上(33) 

男、BMI 25以上(20) 

女、BMI 25以上(47) 

男、BMI 25未満(121) 

女、BMI 25未満(265) 

その他(55) 

問 ご自身のどんな点が気になりますか？

0% 25% 50% 75% 100% 

体重

腹囲

その他

何となく

無回答

68.0 

59.4 

5.0 

1.4 

2.5 

全体(281) 

男性(111) 

女性(169) 

［ 肥満または肥満ぎみと感じる回答者のみ］ 
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５． 特定健康診査・特定保健指導の方向性 


特定健康診査の実施体制を検討するため、基本健康診査等をこ

とし受診する予定のない被保険者に対し、「受けやすくするには」 【広報掲載】問 健診を受けやすくするには、
何を望むか尋ねている。（ 左上図） どのようなことを望まれますか？ 
約半数は「年間を通じて受診できること」を望み、次いで「い

つ・どこで受診できるかわかりやすい情報」を指摘している。 
0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75% 

特定健康診査のスケジュールや実施会場の確保、被保険者への
年間を通じて受診できること

【広報掲載】問 生活習慣病を予防するための知識を
どのように知りたいですか？

22.3 

16.3 

資料 54.2 49.0 

講習案内の際に留意していく必要がある。 いつ・どこで受診できるか、わかりやすい情報 36.7 

面談 12.5 週末に受診できること
 

特定保健指導の実施機関を検討するため、これまでに健康のた 夜間に受診できること
 ファックス 9.9 

めになるアドバイスを受けた場所を尋ねている。（ 左下図） 歩いて行ける場所

13.9 

8.5 電子メール10.8 

電話 2.1 10.8 約半数の被保険者は「医院・病院」を挙げている。次いで「家 自動車で行きやすい場所（ 駐車場等がある） 

5.3 6.0 別の方法族親族」「友人・知人」からアドバイスを受けた被保険者が多い。 なぜ受診するのか、わかりやすい情報

11.6 知りたいとは思わない 6.6 また、約２割の被保険者は、そのような経験がない。 その他

全体(624) 4.2 無回答特定保健指導の実施にあたっては、医療機関との連携が欠かせ 特にない

全体(251) 

22.8 

無回答 2.8 
ない。また、家庭や地域・職場などの身近な人間関係を意識した

指導プログラムづくり重要である。 ［ ことし健診を受ける予定のない回答者のみ］ 

特定保健指導の実施形態を検討するため、生活習慣病を予防す
問 保健センターが行う相談や講習は、

受けたいと思いますか？問 これまでに、健康のためになるアドバイスを、受けたことは

るための知識を得る手段は何がよいか尋ねている。（右上図） ありますか。過去５年くらいの経験でお答えください。

過半数の被保険者は「資料」を挙げており、次いで「講習」が
受けたいと思う 受けたくない わからない 無回答0% 25% 50% 75% 

多い。一方、通信型（ファックス、電子メール、電話）の情報提
47.0 

20.2 

20.0 

22.8 

0% 25% 50% 75% 100% 
医院・病院

供を考えている被保険者は、少数だが一定数ある。 
整体・マッサージ 11.4


特定健康診査の結果通知、特定保健指導のプログラムづくりに 勤め先の健診結果の指導
 6.7 

6.4あたっては、資料と講習という基本的な形態の充実・向上が必要 薬店・薬局

5.9 
である。 

その他の専門家

保健センター

2.1 

スポーツ施設 1.4 

1.0保健センターが特定保健指導の実施機関となることを想定し、 食料品店・食材配達サービス

家族・親族
そこでの相談や講習を受けたいか尋ねている。（ 右下図） 

友人・知人

保健センターで相談や講習を受けたいと回答した被保険者は約 職場の人 6.7 

1.3４ 割で、約５割は「わからない」としている。 その他の人

特定健診等の実施機関・会場を設定する際、一定割合が保健セ
特にない

全体(557) 

男性(207) 

女性(349) 

35～ 39歳(66) 

40～ 44歳(64) 

45～ 49歳(64) 

50～ 54歳(77) 

55～59 歳(155) 

60 歳以上(130) 

自営業・家業手伝(250) 

仕事あり自営以外(173) 

仕事なし(127) 

40.4 9.5 48.7 

全体(624) 無回答 6.7 

ンターでは「受けたくない」と回答していることに留意しておく ［ 生活習慣病予防の知識を何らかのかたちで知りたい回答者のみ］ 

必要がある。 
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2.7 




